




訪問調査への参加には、名簿への登載が必須で、その時の必要人員により参加してい

る。 
リフォーム研究会の事務局機能は、当会が担っている。 

 
（３ 会 の ぶれ 

平成 20 年度住宅改良協力員名簿登載者 17 名、分野別では福祉 2 名、医療 1 名、建築

相談 5 名、建築施工 9 名。 
大学名誉教授、自営業者（建築）、会社員（福祉用具業者等）、病院職員、団体職員等

で構成されている。 
 
４ その ・今 の につ て 

近年は、県内で福祉住環境の取り組みを行っている地域との交流を行い、お互いの活

動の参考にしている。また、福祉住環境コーディネーター協会などに講師派遣を行い、

伊賀地域の活動について紹介している。 
その他、悪徳リフォーム被害の疑いのある相談があったときには、メンバーである一

級建築士が訪問を行い、適切な改修だったかどうかの判断を行っている。以後、被害を

防ぐため、パンフレット等での啓発活動を行っている。 
また、今年度は、市内の町家利活用プロジェクトにも参画しており、どのように改修

すれば、町家（空家）を利活用できるか、研究会の中でも検討している。 
今後の課題としては、住宅改修指導事業の利用負担発生に伴う利用の減少が挙げられ

る。施主と業者との間だけで工事が行われ、結果的に、本人の身体状況に合わない改修

となった事例もある。今後、この事業をどのように周知・活用していくかが課題となっ

ている。 
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